
点
和
二
年
十
月
任

貞
利
三
年
三
且
任

貞
利
三
年
三
月
任

貞
和
三
年
三
且
任

点
和
三
年
三
月
任

点
利
四
年
四
且
任

貞
和
五
年
二
且
任

貞
利
五
年
二
月
任

貞
利
五
年
二
且
任

貞
利
五
年
八
且
任

問
郎
元
年
三
月
任

制
郎
元
年
三
且
任

概
略
元
年
四
且
任

延
文
三
年
八
月
任

狂
文
四
年
三
月
任

延
文
閉
年
八
且
克

服
安
元
年
四
且
任

永
和
=
一
年
三
且
任

主
徳
二
年
=
一
且
任

問
徳
二
年
三
且
任

間
三
年
十
一
月
総

ノ
ト
ノ
コ
h
y
フ

能
登
の
国
府
能
驚
の
凶
府
は

ヲ
ル
コ

今
の
鹿
島
郡
古
加
と
い
ひ
、
府
中
と
い
ふ
も
の
共
に

是
で
あ
ら

4
0
雨
地
の
間
樹
新
る
こ
と
亦
約
二
粁
強

で
、
互
に
置
胞
の
時
を
異
に
し、

名
義
を
以
て
判
断

す
れ
ば
、
古
府
は
府
中
よ
b
前
の
閥
街
所
在
地
で
あ

る
と
用
品
は
れ
る
。
府
中
を
去
る
こ
と
斑
に
西
南
二
粁

ョ，
M

の
地
に
、
附
下
が
あ
る
。
凶
下
も
亦
凶
街
の
訟
で
、

或
時
期
に
於
け
る
同
府
で
あ
っ
た
と
務
せ
ら
れ
、
或

者
は
之
に
反
し
て
凶
街
に
邸
す
る
公
国
の
畿
で
あ
る

と
す
る
。
今
也
か
に
以
れ
の
訟
の
是
で
あ
る
か
を
決

す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。

ノ
ト
ノ
シ
グ
ン
能
登
の
四
郡
ハ
一

〉
部
名

l
能

際
原

利
出
制
措
守

藤

原

政

元

守

小

槻
m括
質
簡
明
介

際
原
家
氏
棺
大
悼
碑

際

限

必

里

目

際

限

設

降

守

安

伯

氏

長

介

稲

原

凶

紙

技

川
副
凶
吉
正
椛
目

脇

田

助

泊

守

官
原
在
成
制
加
守

阪

駅

無

線

介

閉

山

政

直

守

山
間
際
霊
俊
守

股
引
判
的
水
柿
曲
目

経

滋

助

守

膝

駅

前

管

概

苛

際
限
宣
方

・醐山
守

際

原

質

問

植

守

際
限
降

仲

槌

守ノ
ト

c
c
m岱
1
能
常
に
於
い
て
も
加
到
と
閉
じ
〈
、
州州

境
に
古
今
の
回
目
泌
が
あ
る
。
臨
陪
榔
Q
暗
殺
部
〉
が
内

桁
海
岸
に
沿
う
て
、
迩
か
に
北
方
た
る
今
の
以
来
初

に
入
っ
て
ゐ
た
こ
と
は
、
大
間
三
年
紀
に
能
号
制
穴

水
腐
を
脱
し
た
と
あ
り
、
延
町
旧
式
に
能
殺
刑
制
十
七
座

の
由
に
加
夫
万
比
古
前
世
が
あ
り
、
りm
hm
三
年
註
地

の
能
資
凶
間
数
目
録
に
鹿
砧
郡
大
屋
計
市
内
穴
水
保
四

十
九
町

一
段
七

・
合
山
間
開
設
ニ
イ
附
六
段
目
な
ど
a
h

あ
っ
て
、
そ
の
穴
水
・
加
夫
刀
比
古
跡
祉
・曾
山
が
、

今
は
凡
ベ
て
問
主
泌
な
る
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
穴

水
か
ら
北
方
な
る
三
井
方
商
に
在
つ
て
は
、
大
間
三

年
紀
に
鼠
至
郡
三
井
腐
を
脱
す
る
と
あ
る
に
拘
ら

ず
、
放
久
間
数
目
録
に
路
島
泌
三
労
保
十
六
町
八
段

λ
が
あ
り
、
而
し
て
今
は
叉
臥
国
土
泌
に
回
す
る
そ
見

れ
ば
、
如
何
に
庇
浦
町
叶
の
絞
し
た
か
ど
わ
か
る
と
共

に、

銀
品
川
時
代
に
於
け
る
邸
島
郡
の
頗
る
大
き
か
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
o
凪
京
都
と
珠
洲
部
と
の
境
界

に
在
っ
て
も
、
後
世
の
臥
車
部
な
る
字
出
様
及
び
下

ノ
ト
ノ
メ
イ
ブ
ツ

能
登
の
名
物
三
州
名
物
役

飛
と
い
ふ
も
の
に
、
能
管
の
名
物
を
器
げ
て
能
管

録
、
能
脅
朱
腕
、
問
所
の
自
宅
紫
類
、
錦
地
倒
銭
、

=一
時
術
側
、
商
掠
刺
例
制
・脊
服
、
七
y
H喫
斗
飽
、
七

倍
之
大
一院
飴

-m水
米
、
松
百
蛇
齢
、
銃
半
、
築
館
、

立
貝
、

弁
貝
、
赤回目
、
蜘
蛸
、
探
茸
、
串
海
鼠
、
若

和
布
、
務
輩
、
黒
海
苔
、
海
松
、
航
海
苔
、
前
野
干

瓢
、
却
野
午
労
と
あ
る
。
ま
た
能
鷲
名
跡
志
の
附
裂

に
能
殺
所
々
名
物
を
記
し
て
、
羽
川
綿
一
つ
農
の
銀

総
、
臼
笹
山
の
抽
出
窓
・阪
・猫
話
・諮一如
、問
問
櫛
見
櫛
の

ノ
ト
ノ
ナ
ナ
ナ
ミ
、

能
登
の
七
波

間
軍
部
諸
橋

掲
の

4
ち
彼
の
字
を
附
し
た
臼
名
七
J
仰
を
敏
へ
て

い
ふ
。
能
殺
名
跡
志
臥
京
都
臨
抽
出
の
僚
に
、『
此
散
村

に
内
被
と
て
山
手
に
あ
b
o
総
じ
て
此
諾
総
の
郷
、

臨
波
・計出航
・矢
披
・前
法
・
神
彼
・
臨抽出
・
内
披
と
い
ひ

て
、
能
管
の
七
伎
と
は
是
を
い
ふ
。
』
と
あ
る
。
臨
披

の
字
に
内
披
と
い
」
は
な
い
か
ら
、
野
彼
を
終
っ
た

の
で
あ
ら
う
。

同
{
切
の
四
部
の
名
都
が
何
れ
の
時
に
起
っ
た
か
は
明
ら
一
間
野
郷
は
、
一
政
久
凶
数
目
録
に
珠
洲
都
字
出
律
村
十

か
で
な
い
。
読
し
閥
造
本
紀
に
蹴
れ
ば
羽
咋

・
能
等
一
向
七
段
・
同
州
下
町
野
煎
京
町
六
段
と
あ
り
、
間
そ

の
名
が
あ
っ
て
、
未
だ
鼠
烹

・
珠
洲
が
な
い
。
而
し
一
れ
よ
り
前
大
岡
三
年
紀
に
凪
京
都
待
野
腐
と
す
る
か

て
護
老
二
年
能
稜
凶
を
越
前
か
ら
分
放
し
た
時
に
及

一
ら
、
こ
与
も
ま
た
数
次
の
出
入
が
あ
っ
た
ゃ
う
で
あ

ん
で
、
実
如
と
し
て
四
都
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
o
日

一
る
o
羽
同
部
と
臨
品
川
州
及
び
悶
京
都
と
の
境
界
に
就

つ
以
来

・
珠
洲
二
郡
が
、
凶
選
時
代
の
割
引
咋
凶
か
ら

一
い
て
は
文
献
の
徹
す
べ
き
も
の
が
な
い
0

.

分
か
れ
た
か
、
そ
れ
と
も
抽
出
資
闘
か
ら
訓
か
れ
た
か

一

ノ
ト
ノ
シ
マ
ヤ
マ

能
登
の
島
山

市町
第
集
大
伴

も
明
ら
か
で
な
い
。
按
ず
る
に
、
羽
咋
郡
は
地
形
漸

一
家
持
の
作
に
、
『
能
号
制
柑
従
=
呑
島
津
-
護
叫
問
、
射
=
熊

〈
北
に
狭
〈
、
是
よ
り
臥
禁
制
に
入
ら
ん
と
す
る
に
一
来
村
一

一何
時
駄
二
首
。
膏
夫
佐
多
底
、
備
木
伎
流
等

は
交
諮
問
る
閑
舵
な
る
に
反
し
、
能
宮
部
は
今
の
臥

一
伊
布
、
能
m
w
之
島
仰
山
、
今
日
児
者
、
許
太
知
之
京
恩

来
却
の
東
部
ま
で
包
括
し
て
ゐ
た
郡
白
も
あ
る
か

一
物
、
伊
久
代
制
備
品
川
。
呑
m
町
欲
里
、
久
間
騨
官
乎
左
之

ら
、
臨
荒
加
も
珠
洲
郡
も
一
花
説
と
し
て
他
殺
凶
の
一

一
一眠
、
許
H
H

布
耐
能
、
可
治
等
統
聞
奈
久
、一
一尽
附
之
於

郎
分
で
あ
っ
た
こ
と
、
恰
も
一一
円
向
江
深
江
同
が
出
羽
以

一
低
保
由
。
』
と
あ
る
。
能
菅
の
島
山
は
奇
い
ふ
能
号
島

北
際
限
の
な
か
っ
た
の
と
、
同
日
の
出
制
で
は
あ
る
ま

一
で
あ
り
、
そ
の
頃
は
森
林
穆
去
と
し
て
ゐ
た
の
で
あ

い
か

。

ら

う

。

砥
石
、
羽
咋
潟
の
縦

-m・鮒
・抽出
、
羽
咋
川
の
白
魚
、

澗
の
釣
制
・飽
・白
謀
、
甘
回
保
の
四
ヶ
布
、
南
野
の

干
瓢
、
栗
山
の
紙
、頑
捕
の
挺
苔
、
宮
木
の
歌
仙
良
、

風
戸
の
平
宗
務
、
臨
島
郡
能
且
官
邸
の
桃
、
石
動
山
の

天
狗
爪
、
翻
戸
の
梨
、
飯
川
の
大
娘
、
本
七
地
の
玉

虫
、
腕
ロ
の
一
毘
飴
・清
水
米
・羽
衣
酒
・角
島
の
水
石
、

津
野
の
牛
努
、
黒
崎
の
火
打
石
、
径
百
の
蛇
の
酢

・

蛇
の
子
、
崎
山
の
煩
革
、
熊
木
の
九
珂
疋
、
制
臥
の

相叫向風
、
口
町
，
地
の
芋
、
臥
京
消
中
間
の
鐙
・臨
海
鼠
・
海

鼠
腕
、
甲
の
ま
俄
魚
、
総
川
の
館
、
制
滋
の
抑
、
宇

出
様
の
鯨
筋
・
錫
・舗
・
黒
作
り
、
久
田
の
紙
、
知
地

の
針
金
、
皆
且
の
刺
飴
・
翻
半
、
大
相
仰
の
棋
派
、
赤

附
の
胡
一
雑
菌
、
光
浦
の
五
色
白
石
、
輪
島
の
宮
市
都

・米

家
具
・
陥
了
・
小
刀
、
谷
内
の
然
、
仙
台
ぬ
の
蛇
刻
、

珠
洲
郡
小
木
の
館
、
吹
上
の
権
賀
、
鵜
伺
の
郎
、
金

的
寺
の
底
竹
、
法
住
寺
の
千
年
草
、
阪

mの
小
刀
、

三
耐
の
和
布
・絞
，
統
市
苔
、
川
捕
の
火
打
石
、
折
戸

の
務
由
民
、
脂
絞
の
木
，
泌
石
を
掲
げ
る
。

ノ
ト
ノ
ヤ
ヲ
シ

能
登
の
薬
師

l
ヤ
ク
グ
プ
ツ

築
師
仰
。

ノ
ト
ノ
リ

能
登
海
苔
能
脅
か
ら
産
す
る
お
苔
。

一
以
前
寺
疋
徹
の
草
川
帆
集
に
、『
の
と
の
り
、
能
郡W
Aり
小山

の
珠
洲
の
み
附
に
よ
る
披
も
ふ
り
す
て
が
た
き
玉
も

を
ぞ
見
る
。
』
と
あ
る
。

ノ
ト
ノ
リ
ヨ
ウ
シ
ユ

能
登
の
領
一王

殿
附
以
後

の
能
奇
で
は
、
天
正
抗
年
出
山
氏
が
亡
び
、
間
州
一

時
上
杉
謙
信
の
指
郁
に
邸
し
、
次
い
で
七
年
端
引
M
M

臨
・三
宅
長
崎
兄
弟
は
、
上
杉
氏
の
諸
怖
を
破
。
、

七
尾
械
を
奪
っ
て
凶
土
を
抑
領
し
た
が
、
笠

H

ハ
年
U
K

辿
龍
の
景
脆
等
に
勝
つ
に
及
び
、
n
日
除
臨
す
は
械
を
総

間
信
長
に
献
じ
て
非
を
削
聞
し
た
か
ら
、
儒
長
は
述
加

を
慰
め
、
臨
時
宇
部
を
之
に
奥
へ
て
一
耐
水
に
時
ら
し

め
、
文
官
屋
長
級
を
阿
部
七
尾
に
、
蔚
宮
行
訴
を
m明

大
大


